
 
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
区
域
に
属
す
る
住
民
の
実
情
に
知
悉
す
る
地

方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
取
す
る
旨
を
基
本
方
針
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。 

 

二 

基
本
方
針
の
決
定
並
び
に
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
決
定
及
び
そ
れ
ら
の
指
定
の

後
、
速
や
か
に
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
。 

 

三 

本
法
に
お
け
る
「
機
能
を
阻
害
す
る
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
そ
の
類
型
を
例
示
し
つ
つ
、
明
確
か
つ

具
体
的
に
定
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
本
法
の
目
的
と
無
関
係
な
行
為
を
対
象
と
し
な
い
こ
と
。 

 

四 

本
法
第
二
条
に
基
づ
き
「
生
活
関
連
施
設
」
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
目
的
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
対
象
を
限
定
的
に
列
挙
す
る
こ
と
。 

 

五 

本
法
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
思
想
、
信
教
、
集
会
、
結
社
、
表
現
及
び
学
問
の
自
由
並
び
に

勤
労
者
の
団
結
し
、
及
び
団
体
行
動
を
す
る
権
利
そ
の
他
日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
国
民
の
自
由
と
権
利
を
不
当
に
制
限
す

令

和
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る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 
六 
本
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
「
経
済
的
社
会
的
観
点
か
ら
留
意
す
べ
き
事
項
」
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
。
そ
の

際
、
本
条
に
お
け
る
市
街
地
の
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

 

七 

本
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
「
注
視
区
域
内
に
あ
る
土
地
等
の
利
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
調
査
に
関
す
る
基
本
的
な

事
項
」
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
対
象
と
な
る
者
、
調
査
方
法
、
調
査
項
目
等
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
。 

 

八 

本
法
第
六
条
に
基
づ
く
土
地
等
利
用
状
況
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
本
法
の
目
的
外
の
情
報
収
集
は
行
わ
な
い
こ

と
。
ま
た
、
収
集
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
目
的
外
利
用
と
な
る
他
の
行
政
機
関
へ
の
提
供
は
制
限
す
る
と
と
も
に
、
行

政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
に
則
っ
た
情
報
管
理
を
徹
底
し
、
情
報
漏
洩
防
止
等
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

九 

本
法
第
八
条
に
基
づ
く
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
運
用
の
考
え
方
を
具
体
的
に

明
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
条
の
対
象
と
な
る
「
利
用
者
そ
の
他
の
関
係
者
」
に
つ
い
て
も
、
基
本
方
針
に
お
い
て
具
体
的

に
例
示
す
る
こ
と
。 

 

十 

本
法
第
九
条
に
基
づ
く
勧
告
及
び
命
令
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
り
得
る
行
為
を
例
示
す
る

と
と
も
に
、
運
用
基
準
を
具
体
的
に
明
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
勧
告
及
び
命
令
の
実
施
状
況
を
毎
年
度
、
国
会
を
含
め
、
国

民
に
公
表
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

土
地
等
利
用
状
況
審
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
重
要
施
設
及
び
国
境
離
島
等
が
全
国
各
地

に
所
在
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
多
様
な
主
体
の
参
画
を
図
る
こ
と
。 

 



十
二 

本
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
基
づ
く
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
件
を
基
本
方
針
に
お
い
て
具
体
的
に
明
示
す

る
こ
と
。
そ
の
際
、
本
法
の
目
的
の
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
三 
本
法
第
二
十
六
条
に
基
づ
く
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
限
定
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
第
二
十
七
条
に

基
づ
く
罰
則
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
思
想
信
条
の
自
由
、
表
現
の
自
由
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
等
を
侵
害
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

本
法
第
九
条
の
勧
告
及
び
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
重
要
施
設
等
の
機
能
を
阻
害
す
る
行
為
を
中
止
さ
せ
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
法
の
実
効
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
収
用
を
含
め
、
更
な
る
措
置
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

我
が
国
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、
有
人
国
境
離
島
の
過
疎
化
を
食
い
止
め
る
た
め
の
振
興
策
を
拡
充
す
る
と
と
も

に
、
水
源
地
や
農
地
等
、
資
源
や
国
土
の
保
全
に
と
っ
て
重
要
な
区
域
に
関
す
る
調
査
及
び
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
本

法
や
関
係
法
令
の
執
行
状
況
、
安
全
保
障
を
巡
る
内
外
の
情
勢
な
ど
を
見
極
め
た
上
で
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
検

討
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
の
対
象
に
、
重
要
施
設
の
敷
地
内
の
民
有
地
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
附
則
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

本
法
に
係
る
規
制
対
象
等
の
予
見
可
能
性
や
運
用
の
透
明
性
を
求
め
る
意
見
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
附
則
第
二
条
の

規
定
に
お
け
る
施
行
後
五
年
の
経
過
を
待
た
ず
に
施
行
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
制
度
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


